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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床面上に立設した左右方向を向く間仕切パネルの前面および／または後面に天板を取付
けて構成した間仕切構成体において、
　前記間仕切パネルの少なくとも一方の側端部に、前方および／または後方を向く支持部
材を取付け、この支持部材の外側面に設けた外側方を向く支持アームにより、側部天板を
、前記間仕切パネルの前面および／または後面に取付けた天板の側端面に当接または近接
させて片持ち状に支持させたことを特徴とする間仕切構成体。
【請求項２】
　間仕切パネルの少なくとも一方の側端部に、前後方向を向く支持部材の中間部を取付け
、前記支持部材の外側面に設けた外側方を向く前後１対の支持アームにより、側部天板を
片持ち状に支持させた請求項１記載の間仕切構成体。
【請求項３】
　支持部材を、間仕切パネルの少なくとも一方の側端部に固着され、かつ前後の下端部が
接床する側部フレームと一体的に形成した請求項１または２記載の間仕切構成体。
【請求項４】
　側部フレームを、前後方向を向く支持部材と、上端が前記支持部材に固着された前後１
対の脚杆と、両脚杆の下部同士を連結する下部連結杆とからなるものとし、前記支持部材
と各脚杆との結合部分に跨って、前記支持部材と各脚杆との外側面に、支持アームの基端
部を固着した請求項１～３のいずれかに記載の間仕切構成体。
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【請求項５】
　間仕切パネルの高さを、天板および側部天板の高さと同一か、またはそれより低くした
請求項１～４のいずれかに記載の間仕切構成体。
【請求項６】
　支持アームの下面を、先端に向かって上向きに傾斜する傾斜面とした請求項１～５のい
ずれかに記載の間仕切構成体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オフィス等の執務空間において作業用平面を提供するための間仕切構成体に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　オフィス等の執務空間において、空間内を複数の小空間に区分するとともに、使用者に
作業用平面を提供するための間仕切構成体としては、間仕切パネルの片面または両側面に
ブラケットを突設し、その上に作業用平面を形成する天板を支持させたものや(例えば特
許文献１参照)、横長の支持体上に、複数の天板を前後および左右に並べて連結したもの(
例えば特許文献２参照)等が一般的である。
　また、多人数で会議やミーティングを行う場合には、一般的に会議用テーブルが用いら
れている(例えば特許文献３参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００６－２０４６７９号公報
【特許文献２】特開２００９－２６１８２１号公報
【特許文献３】特開２００９－１６５７０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、特許文献１および２に記載されているものは、複数の作業者が個別作業を行う
場合には適しているが、多人数で会議やミーティングを行う場合には適していない。
　また、特許文献３に記載されているような従来の会議用テーブルは、会議専用什器とし
て構成されているため、使用者の用途に応じて態様を変更することはできず、使い勝手が
悪い。
【０００５】
　本発明は、従来の技術が有する上記のような問題点に鑑みてなされたもので、構成部材
を組み替えるだけで、用途に応じて、「個別作業用什器」、「打合せ用什器」、および「
間仕切用什器」等に変更することができ、特に、「打合せ用什器」として使用する際の構
成体の側端部の構成を使い勝手のよいものとした間仕切構成体を提供することを目的とし
ている。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によると、上記課題は、次のようにして解決される。
（１）床面上に立設した左右方向を向く間仕切パネルの前面および／または後面に天板を
取付けて構成した間仕切構成体において、前記間仕切パネルの少なくとも一方の側端部に
、前方および／または後方を向く支持部材を取付け、この支持部材の外側面に設けた外側
方を向く支持アームにより、側部天板を、前記間仕切パネルの前面および／または後面に
取付けた天板の側端面に当接または近接させて片持ち状に支持させる。
【０００７】
　このような構成とすると、間仕切パネルの側端部にも、側部天板を簡単かつ安定よく取



(3) JP 5670702 B2 2015.2.18

10

20

30

40

50

付けることができるとともに、側部天板周辺の下肢空間を広く確保し、会議用テーブル等
の「打合せ用什器」として使用する際の側端部の構成を使い勝手のよいものとすることが
できる。
　また、側部天板等を外して、複数の間仕切パネルと天板とを左右方向に連結することに
より、「個別作業用什器」に変更することができ、さらにその状態から天板を外すことに
より、「間仕切用什器」に変更することができ、「打合せ用什器」としてだけでなく、多
目的に利用することができる。
【０００８】
（２）上記(１)項において、間仕切パネルの少なくとも一方の側端に、前後方向を向く支
持部材の中間部を取付け、前記支持部材の外側面に設けた外側方を向く前後１対の支持ア
ームにより、側部天板を片持ち状に支持させる。
【０００９】
　このような構成とすると、間仕切パネルの側端部の前後に取付けるべき２個の支持部材
を１個とすることができ、部品点数を削減して、安価に製造することができるだけでなく
、間仕切パネルの側端部の体裁をよくすることができる。
【００１０】
（３）上記(１)または(２)項において、支持部材を、間仕切パネルの少なくとも一方の側
端部に固着され、かつ前後の下端部が接床する側部フレームと一体的に形成する。
【００１１】
　このような構成とすると、側部フレームにより間仕切パネルの支持を安定させることが
できるとともに、側部天板を安定よく、強固に支持することができる。
【００１２】
（４）上記(１)～(３)項のいずれかにおいて、側部フレームを、前後方向を向く支持部材
と、上端が前記支持部材に固着された前後１対の脚杆と、両脚杆の下部同士を連結する下
部連結杆とからなるものとし、前記支持部材と各脚杆との結合部分に跨って、前記支持部
材と各脚杆との外側面に、支持アームの基端部を固着する。
【００１３】
　このような構成とすると、側部フレームにより間仕切パネルの支持を安定させることが
できるとともに、支持アームを側部フレームに強固に固着することができ、側部天板を安
定よく、強固に支持することができる。
【００１４】
（５）上記(１)～(４)項のいずれかにおいて、間仕切パネルの高さを、天板および側部天
板の高さと同一か、またはそれより低くする。
【００１５】
　このような構成とすると、天板および側部天板の上方に間仕切パネルが突出することが
なくなり、使用者の目線を遮るものがなくなるので、「打合せ用什器」としての使い勝手
をよりよくすることができる。
（６）上記(１)～(５)項のいずれかにおいて、支持アームの下面を、先端に向かって上向
きに傾斜する傾斜面とする。
【００１６】
　このような構成とすると、側部天板の下方における使用者の下肢空間を広くすることが
でき、使い勝手をさらによくすることができるとともに、体裁をよくすることができる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、構成部材を組み替えるだけで、使用者の用途に応じて、「個別作業用
什器」、「打合せ用什器」、および「間仕切用什器」等に変更することができ、特に、「
打合せ用什器」として使用する際の側端部の構成を使い勝手のよいものとした間仕切構成
体を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
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【図１】本発明の間仕切構成体の第１の実施形態の斜視図である。
【図２】同じく、分解斜視図である。
【図３】本発明の間仕切構成体の第２の実施形態の斜視図である。
【図４】図３のIV－IV線断面図である。
【図５】図４のV－V線拡大横断平面図である。
【図６】図４のVI部の部分拡大図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施形態を、添付図面に基づいて説明する。
　図１および図２は、本発明の間仕切構成体の第１の実施形態を示す。
　図１および図２に示すように、この間仕切構成体は、「打合せ用什器」としての会議用
テーブルとしたときのもので、床面上に立設した左右方向を向く左右２個の間仕切パネル
１、１の側端同士を互いに結合したもののそれぞれの前面および後面に、基本となる横長
の天板２、２を取付け、さらに、間仕切パネル１、１の連結体の各側端に、前後方向を向
く側部天板３を、最も外側の天板２、２の側端面に当接または近接させて、片持ち状に取
付けたものよりなっている。
【００２０】
　各間仕切パネル１は、方形の枠体４にパネル５を着脱自在に装着したものよりなり、枠
体４の下端両側部に設けた１対の高さ調節用のアジャスタボルト６、６をもって接床して
いる。
【００２１】
　左右の間仕切パネル１、１の結合は、パネル５を外した状態で、左右の枠体４、４同士
をボルト・ナット(図示略)をもって固定することによって行ってもよいが、左右の枠体４
、４の側端同士を互いに当接させた状態で、その前後面より、図２に示すように、側面視
倒立Ｌ字状をなす中間脚７、７を、左右の枠体４、４に跨るように当接させてボルト(図
示略)締めするか、または左右の枠体４、４に設けた係合孔(図示略)に、中間脚７の背面
に設けた下向フック(図示略)を係止させることによって行ってもよい。
【００２２】
　中間脚７の上端に形成された前後方向を向く水平腕７ａの上面には、左右の天板２、２
の側端同士が互いに突き合わせた状態で載置され、下方からボルト(図示略)締めすること
によって固着されている。
【００２３】
　間仕切パネル１、１の連結体の各側端部には、前後方向を向く支持部材８と、上端が支
持部材８に固着され、かつ下端に高さ調節用のアジャスタボルト９が設けられた前後１対
の脚杆１０、１０と、両脚杆１０、１０の下部同士を連結する前後方向を向く下部連結杆
１１とからなる側部フレーム１２における前後方向の中間部が結合されている。
【００２４】
　この結合に際して、支持部材８および下部連結杆１１の内側面における前後方向の中間
部に、間仕切パネル１の側端部の平面視と補形をなすコ字状の切欠き１３、１４を設け、
この切欠き１３、１４に間仕切パネル１の側端部を嵌合した上で、間仕切パネル１と支持
部材８および下部連結杆１１とを、Ｌ形金具等の取付金具１５とボルト・ナット(図示略)
をもって互いに固着してある。
　なお、間仕切パネル１の前後面の所要の高さに左右方向を向くあり溝状の長孔(図示略)
が設けられているときは、その長孔に板ナット(図示略)を嵌合して、その板ナットに、取
付金具１５に挿通させたボルト(図示略)を螺合させて締付けるようにするのがよい。
【００２５】
　支持部材８における脚杆１０との結合部分の外側面と、脚杆１０の上部の外側面とにか
けて、外側方を向く前後１対の支持アーム１６、１６の基端が固着されている。
　各支持アーム１６は、水平の上面１６ａと、先端に向かって上向きに傾斜する下面１６
ｂとを有する先細り形状をなし、その上面１６ａによって側部天板３を、片持ち状に強固
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に安定よく支持しうるようになっている。
【００２６】
　側部天板３は、その内側縁を最も外側の天板２、２の側端面に当接または近接させて、
その天板２、２の側端部とともに支持部材８上に載置し、かつ前後の支持アーム１６、１
６上にも載置して、それらの下方よりボルト(図示略)締めすることにより、支持部材８お
よび支持アーム１６、１６に固着されている。
【００２７】
　各天板２は、その一方の側端部が支持部材８上に載置され、かつ他方の側端部が中間脚
７における水平腕７ａの上面に載置され、それらの下方よりボルト(図示略)締めすること
により、支持部材８および中間脚７に固着されている。
【００２８】
　第１の実施形態においては、すべての天板２および側部天板３の高さは、いわゆるロー
パーティションとした間仕切パネル１の高さよりわずかに低くしてあるが、後述する第２
の実施形態のように、間仕切パネル１を、すべての天板２および側部天板３の高さより低
くすることもある。
【００２９】
　側部フレーム１２の外側面、および内側面における間仕切パネル１より前後の部分は、
化粧パネルまたは側部カバーにより覆われているが、ここでは、それらの化粧パネル等の
図示および説明は省略してある。
【００３０】
　第１の実施形態は、以上のような構成としてあるので、間仕切パネル１の側端にも、側
部天板３を簡単かつ安定よく取付けることができ、会議用テーブル等の「打合せ用什器」
として使用する際の側端部の構成を使い勝手のよいものとすることができる。
【００３１】
　また、側部天板３を外して、複数の間仕切パネル１と天板２とを左右方向に連結するこ
とにより、「個別作業用什器」に変更することができ、さらにその状態から天板を外すこ
とにより、「間仕切用什器」に変更することができ、「打合せ用什器」としてだけでなく
、多目的に利用することができる。
【００３２】
　さらに、間仕切パネル１の側端部に、前後方向を向く支持部材８の中間部を取付け、支
持部材８の外側面に設けた外側方を向く前後１対の支持アーム１６、１６により、側部天
板３を支持したこと、または、間仕切パネル１の側端部に、前後方向を向く支持部材８と
、上端が支持部材８に固着された前後１対の脚杆１０、１０と、両脚杆１０、１０の下部
同士を連結する下部連結杆１１とからなる側部フレーム１２における前後方向の中間部を
連結し、支持部材８における脚杆１０との結合部分の外側面から脚杆１０の外側面にかけ
て、外側方を向く支持アーム１６の基端を固着したことにより、間仕切パネル１の側端部
の前後に取付けるべき２個の支持部材８を１個とすることができ、部品点数を削減して、
安価に製造することができるだけでなく、間仕切パネル１の側端部の体裁をよくすること
ができ、また、側部フレーム１２により間仕切パネル１の支持を安定させることができる
とともに、支持アーム１６を側部フレームに強固に固着することができ、側部天板３を安
定よく、強固に支持することができる。
【００３３】
　図３～図６は、本発明の間仕切構成体の第２の実施形態を示す。なお、第１の実施形態
におけるのと同一または類似の部材には、同一の符号をもって図示するに止め、それらに
ついての詳細な説明は省略する。
【００３４】
　第２の実施形態においては、間仕切パネル１を、すべての天板２および側部天板３の高
さより低くし、その間仕切パネル１の高さを低くしたことによって間仕切パネル１の上面
とすべての天板２および側部天板３との間に形成される空所１７を配線収容空間とし、そ
の空所１７の上方を、左右方向に長い複数のカバー１８をもって覆うようにしてある。
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【００３５】
　各カバー１８は、縦断側面形状が下向コ字状なす本体部１８ａにおける上面の前後縁に
、前後の天板２、２の対向縁上に載置されるようにした拡幅フランジ１８ｂを連設したも
のとしてある。
【００３６】
　このような構成とすると、天板２および側部天板３の上方に間仕切パネル１が突出する
ことがなくなり、使用者の目線を遮るものがなくなるので、「打合せ用什器」としての使
い勝手をよりよくすることができる。
　また、空所１７を配線収容空間として使用することができる。
【００３７】
　第１の実施形態においては、間仕切パネル１と側部フレーム１２とを結合するのに、取
付金具１５とボルト・ナット(図示略)を用いているが、第２の実施形態においては、図４
および図５に示すように、各間仕切パネル１の枠体４における上下部の前後両面に設けた
左右方向を向くあり溝１９、１９と、互いに直角をなす取付片２０ａ、２０ｂの上下面を
二等辺三角形の上下１対の水平片２０ｃ、２０ｃにより閉塞したものよりなる結合部材２
０、２０と、板ナット２１と、ボルト２２とを用いている。
【００３８】
　すなわち、図４～図６に示すように、側部フレーム１２における支持部材８と下部連結
杆１１との内面中央部に、間仕切パネル１の外側端を突き当てて、その前後の角隅部にお
ける間仕切パネル１の各あり溝１９と等高の位置に、結合部材２０の直角の角部をそれぞ
れ突き当て、間仕切パネル１の各あり溝１９における開口部１９ａの上下幅より上下幅を
大とした奥部１９ｂに、板ナット２１をあり溝１９の長手方向に摺動可能として、また開
口部１９ａからは脱落しないようにして嵌合し、各板ナット２１と、結合部材２０におけ
る一方の取付片２０ａとを、開口部１９ａに挿通したボルト２２をもって締着固定し、か
つ結合部材２０における他方の取付片２０ｂを、別のボルト２２をもって、支持部材８お
よび下部連結杆１１の内側面に締着固定してある。
【００３９】
　このような構成とすると、間仕切パネル１と側部フレーム１２とを、簡単かつ強固に、
しかも体裁よく結合することができる。
【００４０】
　本発明は、上記実施形態のみに限定されるものではなく、特許請求の範囲を逸脱しない
範囲で、例えば次のような変形した態様での実施が可能である。
　(１)　側部天板３を、間仕切パネル１、１の連結体の一方の両側端部のみに取付け、同
じく他方の側端部には、側部天板３を取り付けないままとするか、またはそれに代えて、
側部パネル等の別の部材を取付ける。
　(２)　間仕切パネル１、１の前面または後面のみに天板２、２を取付け、それに合わせ
て、側部パネル３も図示のものを前後方向の中間部で２分割したものとし、間仕切パネル
１の一方の側端部に取付けた前方または後方を向く支持部材の外側面に前後１対の支持ア
ームを取付け、この支持アームと支持部材とにより、上記２分割した形状の天板２を支持
する。
　(３)　間仕切パネル１、１の高さを、すべての天板２および側部天板３の高さと同一と
し、間仕切パネル１、１の上端面を、すべての天板２および側部天板３の上面と整合させ
る。
　(４)　側部天板３を、天板２の側端面に近接させて、すなわち、若干離間させて支持さ
せる。
【符号の説明】
【００４１】
　１　間仕切パネル
　２　天板
　３　側部天板



(7) JP 5670702 B2 2015.2.18

10

20

　４　枠体
　５　パネル
　６　アジャスタボルト
　７　中間脚
　７ａ水平腕
　８　支持部材
　９　アジャスタボルト
１０　脚杆
１１　下部連結杆
１２　側部フレーム
１３、１４　切欠き
１５　取付金具
１６　支持アーム
１６ａ上面
１６ｂ下面
１７　空所
１８　カバー
１８ａ本体部
１８ｂ拡幅フランジ
１９　あり溝
１９ａ開口部
１９ｂ奥部
２０　結合部材
２０ａ、２０ｂ　取付片
２０ｃ水平片
２１　板ナット
２２　ボルト
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